
令和６年度宮崎県福祉サービス第三者評価推進委員会 

 

                日時：令和７年３月２１日（金） 

                   午前１０時から１１時３０分まで 

  会場：防災庁舎２階 共用会議室２－１ 

 

会  議  次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

 (1) 制度の現状及び令和６年度の取組について            …資料１      

   

 

４ 審議事項 

 (1) 令和７年度の取組案について                         …資料２ 

 

 

５ 閉会 
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資料１

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6※ 総計

0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 2 0 0 1 0 1 13

2 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 2 4 0 1 22

0 1 2 2 0 2 2 0 2 6 4 0 0 0 5 4 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2 1 4 5 1 4 6 3 3 11 6 2 2 5 5 6 66

※R6の実績数は見込。

　（参考）社会的養護関係施設の受審状況（対象施設数　20）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6※

0 6 10 2 2 9 3 3 3 3 3 5 4

※R5の実績数は見込。

 

２　評価機関

（1) 概要

※評価件数にはR５評価見込の件数を含む。

（2) 年度別評価件数

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6※ 計

1 0 0 2 1 2 5 3 0 3 5 1 0 23

0 0 1 1 0 2 1 0 2 3 1 1 2 5 4 6 29

1 1 3 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 15

2 1 4 5 1 4 6 3 3 11 6 2 2 5 6 6 67

※R６の実績数は見込。

計

分野

高齢者

障がい者

児童

その他

総計

所在地

宮崎市

一般社団法人
宮崎県社会福祉士会

NPOみやざき保健福祉
サービス評価機構

宮崎県のこれまでの受審実績等について

一般社団法人
宮崎県社会福祉士会

NPOみやざき保健福祉
サービス評価機構

計

4167

名称

社会福祉法人
宮崎県社会福祉協議会
（R4年度撤退）

宮崎市 29 27

延岡市 15 14

調査者数
(R7.1.1時点)

評価件数
(H21～）

23

１　受審数実績

社会福祉法人
宮崎県社会福祉協議会
(R4年度撤退）

名称
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資料１ 

 

本県の令和６年度の取組状況 

 

１ 評価調査者向け研修 

 (1) 評価調査者継続研修（障害者施設の第三者評価に関する研修） 

   評価調査者継続研修は、障害者支援施設の評価に関する研修を実施した。講師は、

「一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会」に依頼した。 

 

  ア 日時： 令和６年８月２２日（木）午前９時から午後４時まで 

  イ 会場： 宮崎県防災庁舎２階 共用会議室２－１ 

  ウ 参加者数： １０名（うち１名は午前のみ参加） 

  エ 講師 

  ○宮崎県福祉サービスの質の向上と第三者評価事業～全国における取り組み状況等～ 

     一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 新津 ふみ子 氏 

 

  ○第三者評価のプロセスを理解・確認する～利用者調査と職員自己評価に焦点をあてて 

     一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 新津 ふみ子 氏 

 

○障害分野の第三者評価の特徴と留意点～評価基準を令和６年度報酬改定と関連させて 

 一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 新津 ふみ子 氏 

             同             田中 眞弓 氏 

 

 (2) 養成研修（保育所の第三者評価に関する研修） 

   評価調査者養成研修は、毎年評価件数がある「保育所」の評価に関する研修を実

施した。講師は、評価調査者継続研修と同様、「一般社団法人全国福祉サービス第

三者評価調査者連絡会」に依頼した。なお、講師はリモートで講義及び聞き取り演

習を行った。 

 

  ア 日時：令和６年１２月１２日（木）午前９時から午後５時まで 

       令和６年１２月１３日（金）午前９時から午後５時まで 

  イ 会場：宮崎県防災庁舎５階 ５６号室、５３号室 

  ウ 参加者数：６名 

  エ 講師 

○書面（事前）審査の着眼点、訪問調査の着眼点、訪問調査実習 

 一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 右京 昌久 氏 

オ 実習先（会場にて聞き取り演習） 

  つくしんぼ福祉会ととろ保育園（延岡市） 
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資料１ 

 

２ 施設向け啓発等 

 (1)施設監査時の受審啓発 

   社会福祉法人の法人監査を行う県内９市への制度説明を行い、法人指導監査及び

施設監査時の制度周知及び受審啓発を行った。 

 

 (2) 社会福祉施設向け啓発等 

ア 社会福祉法人向け周知 

    令和６年５月に開催された令和６年度宮崎県社会福祉法人経営者協議会総会に 

おいて、第三者評価制度に関するチラシを配布し制度周知及び受審啓発に努めた。 

た。 

    （表）   （裏）  

 

 

 イ 社会福祉法人向け啓発研修 

    社会福祉法人を対象に受審啓発研修を実施した。 

     (ｱ) 日時 

     令和７年２月２８日（金）午後１時３０分から午後４時まで 

   (ｲ) 開催方式 

     Microsoft Teams を利用したWEB 配信 

   (ｳ) 参加者数：４６名（うち行政関係者５名） 

 

   (ｴ) 講師 

○制度概要及び宮崎県の状況 

      宮崎県福祉保健部 指導監査・援護課 主査 押川 敬子 

○第三者評価受審の実際について 

  一般社団法人宮崎県社会福祉士会 宇都宮 美穂子 氏 

○第三者評価受審の取組について 
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資料１ 

 

  社会福祉法人つくしんぼ福祉会 理事長   塩滿 克也 氏 

  つくしんぼ保育園       園 長   神菊 知子 氏 

  東高岡保育所         所 長   田中 美恵 氏 

 

３ 「みやざき犬」による第三者評価受審証の交付 

受審が任意または努力義務となっている福祉施設が第三者評価を受審した場合に、県の

シンボルキャラクター「みやざき犬」による受審証と受審ステッカーの交付を行った。 

交付式については、県の facebook とX（旧 Twitter）で広報を行った。 

○実施件数：５件（保育所等：４件、高齢者施設：１件） 

・令和６年 ４月２３日  紙屋保育園 

・令和６年 ５月１６日  エーデルワイス幼保園 

 ・令和６年 ７月３１日  東高岡保育所 

 ・令和６年 ８月 ８日  うちやまこども園 

 ・令和６年１０月 ３日  わにつか荘 

    

                   

 

４ その他 

  えびの市は、保育サービスの質の向上のため、教育・保育施設が第三者評価を受審

する際に受審料（国庫補助金を除く上限 15万円）を補助する「第三者評価補助金」を

設けた。 
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資料２ 
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                                                                  資料２ 

 1 

令和７年度の取組案について 

 

１ 取組の方針 

本制度は、創設から 20 年以上が経過し、様々な課題が顕在化していることから、

国が制度改革に向けた調査を実施するなど、改革に向けた取組が進められているとこ

ろである。 

このような中、現状では、受審件数の急激な伸びを期待することは難しいものの、

評価体制の維持・強化を図るため、評価調査者向けの研修会の開催や、制度の普及啓

発に引き続き取り組んでいくこととする。 

 

２ 取組の概要案 

 

(1) 評価調査者等の養成・継続研修 

 ア 対象 

   評価調査者（及び候補者）等 

  

 イ 取組 

   評価調査者（及び候補者）等向けの研修の開催。 

   評価技術向上と受審希望施設の増加に対応できる調査者確保を目的とする。 

     ・養成研修：１回開催 

     ・継続研修：１回開催 

 

(2) 普及啓発 

 ア 対象 

   各事業所 

  

 イ 取組案 

   ・受審証の発行及び県ホームページでの公表 

     ・法人指導監査及び施設監査における制度啓発 

     ・制度に関するチラシ、受審施設紹介パンフレットの配布 

   ・社会福祉法人向け受審啓発研修の開催 

   ・みやざき犬による受審証の交付 

・（新）受審施設の利用者向けチラシ等の配架 

 

 

３ 予算 

  令和６年度と同額（全額一般財源） 

 

４ 事業効果 

福祉サービスの質を評価する「第三者評価制度」の受審促進及び情報公開を通じて、

利用者の選択に資するとともに、事業所における福祉サービスの質の向上を図る。 


